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…
…（
港
湾
局
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六

○
東
京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
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）…
六

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
六
二
号
）

一

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
五
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
二
四
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
六
三
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
税

法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
二
六
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
四
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

㈠

固
定
資
産
税

次
世
代
型
太
陽
電
池
を
使
用
し
た
一
定
の
太
陽
光
発
電
設
備
並
び
に
一
定
の
洋
上
風
力
発

電
設
備
及
び
陸
上
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
課
税
標
準
に
乗
じ
る
特
例
割
合
を
条
例
に
よ

り
定
め
ま
す
。

㈡

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
等
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
改
修
工
事
を
行
っ
た
一
定
の
特
別
特

定
建
築
物
に
つ
い
て
、
税
額
か
ら
減
額
す
る
割
合
を
条
例
に
よ
り
定
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
五
号
）

一

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る

政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
一
六
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
介
護
補
償

及
び
葬
祭
補
償
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。
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条

例

東
京
都
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号

東
京
都
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

東
京
都
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
に
、

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条

の
二
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公

布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
六
号
）

一

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
一
二
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
杉
並
区
が
行
う
こ
と
と
す
る
事
務
に
つ
い
て
規
定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
東
京
都
多
摩
中
部

児
童
相
談
所
の
設
置
に
伴
い
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
一
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
七
号
）

一

女
性
福
祉
資
金
貸
付
事
業
の
充
実
を
図
る
た
め
、
事
業
開
始
資
金
等
の
貸
付
限
度
額
を
引
き

上
げ
ま
す
。

（
例
）
事
業
開
始
資
金
の
貸
付
限
度
額

三
、
五
八
〇
、
〇
〇
〇
円

↓

三
、
七
二
〇
、
〇
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。

◉
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
八
号
）

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
八
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
令
第
二
号
）
の
施
行
に

よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
二
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
主
務
養

護
教
諭
の
配
置
に
係
る
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
九
号
）

一

東
京
都
立
京
浜
島
ふ
頭
公
園
を
特
別
区
に
移
管
す
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
〇
号
）

一

手
数
料
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

（
例
）
地
震
動
等
に
よ
り
作
動
す
る
安
全
装
置
（
感
震
装
置
に
限
る
。
）
の
性
能
試
験
手
数
料

型
式
試
験

三
七
、
〇
〇
〇
円

↓

四
六
、
三
〇
〇
円

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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◉
東
京
都
条
例
第
六
十
三
号

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
条
例

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
同
法
第
百
三
条
」
を
「
並
び
に
同
法
第
百
三
条
」
に
改
め
、
「
並
び
に
同

法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
区
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
環
境
性
能
割

に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
環
境
性
能
割
交
付
金
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
中

「
二

軽
自
動
車
税

１

環
境
性
能
割

２

種
別
割

前
三
年
度
に
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
税
額

前
三
年
度
に
課
税
さ
れ
た
、
又
は
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
税
額
」

を

「
二

軽
自
動
車
税

前
三
年
度
に
課
税
さ
れ
た
、
又
は
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
税
額
」
に

改
め
、
同
表
中
十
の
項
を
削
り
、
十
一
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
十
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
と
す

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特

別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
八
年

度
の
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

新
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
度
に
限
り
、
同
項
の
表
中

「
二

軽
自
動
車
税

前
三
年
度
に
課
税
さ
れ
た
、
又
は
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
税
額
」
と

あ
る
の
は
、

「
二

軽
自
動
車
税

二
の
二

地
方
税
法

東
京
都
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

東
京
都
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和

八
年
法
律
第
二

号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
に
規

定
す
る
軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割

」
と

す
る
。

３

新
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
度
及
び
令
和
十
年
度
の
各
年

度
に
限
り
、
同
項
の
表
二
の
項
中
「
前
三
年
度
に
課
税
さ
れ
た
、
又
は
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た

税
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
京
都
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
す
る
。

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
四
号

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
三
条
中
「
土
地
」
の
下
に
「
又
は
家
屋
」
を
加
え
、
「
、
家
屋
に
あ
つ
て
は
二
十
万
円
」

を
削
り
、
「
百
五
十
万
円
」
を
「
百
八
十
万
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
一
号

三
分
の
一

五

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
三
号

二
分
の
一

附
則
第
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項

三
分
の
一

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
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二
項
中
「
附
則
第
七
条
第
四
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
七

条
第
七
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
項
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
九
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
二

項
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
十
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
三
項
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
」

を
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
五
項
」
に
、

「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十
項
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
十
九
項
」
を
「
附

則
第
七
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第

二
十
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
百
二
十
三
条
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定

令
和
九
年
四
月
一
日

二

附
則
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
改
正
規
定

令
和
十
一
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
三
条

の
規
定
は
、
令
和
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
八
年
度
分
ま
で

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
条
例
附
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
新
た
に
取

得
さ
れ
た
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
五
条
第
二
十
四
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対

し
て
課
す
べ
き
令
和
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

新
条
例
附
則
第
十
四
条
第
十
三
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
法
附
則
第
十
五
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
改
修
特
別
特
定

建
築
物
に
対
し
て
課
す
べ
き
令
和
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
七
年
東
京
都
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
を
「
九
万
七
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
四
万
二
千
七
百
円
」
を
「
四
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
三
十
一
万
五
千
円
」
を
「
三
十
三
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学

校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の

規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

新
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
に

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
及
び
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
及
び
葬
祭
補
償
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

適
用
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
補
償
（
適
用
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ

た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
旧
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
葬
祭
補
償
（
適
用
日
か
ら
施
行
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
支
払
わ
れ
た
金
額
は
、

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
新
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
公
務
災
害
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。
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東
京
都
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
六
号

東
京
都
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

東
京
都
児
童
相
談
所
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
杉
並
児
童
相
談
所
の
項
を
削
り
、
同
表
東
京
都
町
田
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条

東
京
都
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
小
平
児
童
相
談
所
の
項
中
「
小
金
井
市

小
平
市

東
村
山
市

国
分
寺
市

東
大

和
市
」
を
「
小
平
市

東
村
山
市

東
大
和
市
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都
多
摩
中
部
児
童
相
談
所
の

項
中
「
三
鷹
市
」
を
「
三
鷹
市

小
金
井
市

国
分
寺
市
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
九
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
事
業
開
始
資
金
の
項
中
「
三
、
五
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
七
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
事
業
継
続
資
金
の
項
中
「
一
、
七
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
八
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
医
療
介
護
資
金
の
項
中
「
四
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
生
活
資
金
の
項
中
「
一
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
結
婚
資

金
の
項
中
「
三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
四
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
修
学
資
金
の
項
中

「
五
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
別
表
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
以
後
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
女

性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
第
二
号
中
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
養
護
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
法
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

東
京
都
多
摩
中
部
児
童
相
談

所

東
京
都
杉
並
区
南
荻
窪
四
丁
目
二
十

三
番
六
号

武
蔵
野
市

三
鷹
市
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附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
九
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
海
上
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
ふ
頭
公
園
の
部
東
京
都
立
京
浜
島
ふ
頭
公
園
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
号

東
京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
三
十
一
の
項
イ
中
「
三
万
七
千
円
」
を
「
四
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
ロ
⑴
中
「
一
万

五
千
三
百
円
」
を
「
二
万
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
ロ
⑵
中
「
八
千
三
百
円
」
を
「
一
万
一
千
八
百

円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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